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第1部 序論 

 

 

本町では、平成 26 年（2014 年）3 月に一般廃棄物処理基本計画を策定し、令和 10 年度

（2028 年度）を目標に一般廃棄物の適正処理及び減量・資源化に関する取組を進めてきました。

また、一般廃棄物処理基本計画に基づいた取組を実行することで、一般廃棄物の減量化が着実に

進んでいる状況にあります。 

今回の計画改定は、これまでの一般廃棄物の適正処理及び減量・資源化に関する取組を引き継

ぎつつ、計画改定（平成 31 年（2019 年）3 月）からの一般廃棄物処理を巡る社会情勢の変化

や国や県の政策の動向に対応することを目的としており、本町のこれからの一般廃棄物の排出抑

制及び発生から最終処分に至るまでの適正な処理に関する具体的方策や目標を定めることで、本

町におけるごみの更なる減量・資源化を推進していくことを目的とするものです。 

表 1-1-1 一般廃棄物処理を巡る社会情勢 

■国際社会の動向 ●国の動向 ◆県の動向 ▼近隣市の動向 ☆幸田町の動向 



 

 

前回の計画策定（平成 31 年（2019 年）3 月）以降、海洋プラスチックなどによる環境汚染

や、食品ロスによる問題が一層顕在化し、これらに対応するための法整備が進められてきました。 

また、こうした動きに対応するべく、県でも廃棄物処理計画などの改定が行われており、計画

の策定にあたっては、環境、社会、経済課題を同時に解決するという SDGs の理念が多く取り入

れられています。 

以降に、国、県、本町、近隣市の主な一般廃棄物処理に関連する法令や計画などを示します。 

 

 

  

平成27年(2015年)の9月25日から27日にかけて、ニューヨーク国連本部において「国連

持続可能な開発サミット」が開催され、17の目標と169のターゲットからなる「持続可能

な開発目標（SDGs）」が採択されました。 

SDGsは、先進国も途上国も含む、すべての国に適用されるユニバーサル（普遍的）な目

標であり、地球上の誰一人として取り残さないことを理念として、「環境」、「経済」、「社

会」の3つの側面のバランスが取れ、統合された形での達成を目指しています。 

 

図 1-1-1 SDGｓ17の目標 



 

 

 

第五次環境基本計画では、SDGsの考え方を活用しながら、分野横断的な6つの重点戦略

を設定し、環境政策による経済社会システム、ライフスタイル、技術などあらゆる観点から

のイノベーションの創出や、経済・社会的課題の「同時解決」を実現し、将来にわたり質の

高い生活をもたらす「新たな成⾧」につなげていくことが目指されています。また、その中

で、地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱し、各地域が

自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じた資源を補完し合う取組を推進してい

くこととしています。 

循環型社会形成の観点からは、都市鉱山からの資源回収、廃棄物系バイオマスの活用をは

じめとした地域の資源循環、食品ロスの削減、廃棄物の適正処理の推進などの取組の方向性

を示しました。また、今後の大規模災害発生時の対応に向けて災害廃棄物の処理対策を推進

していく考えを示しています。 

 

 

第四次循環型社会形成推進基本計画では、環境的側面、経済的側面及び社会的側面の統合

的向上を掲げた上で、「多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化」、「ライフサイク

ル全体での徹底的な資源循環」、「適正処理の更なる推進と環境再生」などを含む5つの取組

の方向性を掲げ、その実現に向けて概ね令和7年(2025年)までに国が講ずべき施策を示して

います。 
 

 

廃プラスチック有効利用率の低さ、海洋プラスチックなどによる環境汚染が世界的課題に

なっていること、日本は1人当たりの容器包装廃棄量が世界で2番目に多いことなどを踏ま

え、令和12年（2030年）までに容器包装の６割をリユース・リサイクルすること、令和17

年（2035年）までに使用済プラスチックを100％リユース・リサイクルすることなどをマ

イルストーンとして定めています。 

このため、プラスチックのリデュース、リサイクルのほか、海洋プラスチック対策やバイ

オプラスチックの導入を重点戦略として定めています。 

 

 

日本では、食料を海外からの輸入に大きく依存（食料自給率（カロリーベース）:37%

（平成30年度（2018年度）））している中で多くの食品ロスが生じていることや、食品ロス

が地球温暖化の要因ともなっていることなどから、その削減が課題となっています。 

こうした背景を受けて、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的に「食品ロスの削



 

減の推進に関する法律 (食品ロス削減推進法（令和元年法律第19号））」が、令和元年

（2019年）5月31日に公布され、令和元年（2019年）10月1日に施行されました。 

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針では、同法第11条に基づき、食品ロスの削

減に関する施策の総合的な推進を図るために基本方針が定められています。 

都道府県や市町村は、この基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定することが努

力義務となっています。 
 

 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次評価報告書では、「気候システムの温暖

化は疑う余地がない」こと、「温暖化は人為起源の温室効果ガスの排出が20世紀半ば以降に

観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高い」ことが指摘されています。

また、継続的な温室効果ガスの排出は更なる温暖化などをもたらし、人々や生態系に深刻で

不可逆的な影響を生じさせると記されています。 

このような地球環境の現状を踏まえて、平成28年（2016年）5月に閣議決定された地球

温暖化対策計画が改定され、令和32年（2050年）までに温室効果ガスの排出を全体として

ゼロにする「2050年カーボンニュートラル」宣言や令和12年度（2030年度）46％削減目

標などの実現が目指され、実現に向けた施策などが取りまとめられています。 

廃棄物に関連する施策としては、プラスチック製容器包装の分別収集やリサイクルの推進、

廃油のリサイクル促進などによる廃棄物焼却量の削減、食品ロスの削減などによる脱炭素型

ライフスタイルへの転換などが挙げられています。 
 

 

令和5年（2023年）6月、6) 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るための基本的な方針が変更されました。 

この変更では、「廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向」において、サーキ

ュラーエコノミー（循環経済）という用語を用いて、大量生産、大量消費、大量廃棄型の従

来の社会の在り方やライフスタイルを見直し、循環型社会への転換をさらに進めていく必要

があることを強調しています。また、生物多様性の損失などの地球規模での課題に対処する

観点からも、循環経済の取組の促進が必要であることや、2050年までの脱炭素社会の実現

に向けて廃棄物分野においても脱炭素化を進めていくことが重要であることなどが盛り込ま

れています。 

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項」では、

「プラスチックの資源循環の推進」の項目が追加され、「プラスチックのライフサイクル全

体を通じた効率的で持続可能な資源循環を可能とする環境整備を推進する」と記されていま

す。  



 

 

 

県では平成12年（2000年）以降、4次にわたり愛知県廃棄物処理計画を策定し、施策を

推進しています。 

第5次にあたる令和4年（2022年）策定の愛知県廃棄物処理計画は、環境問題はもとより

経済・社会的課題も統合的に解決するというSDGsの理念に基づく経済的・社会的課題を統

合した環境対策の必要性、大量生産・大量消費・大量廃棄型の線形経済から循環経済（サー

キュラーエコノミー）への転換、社会的な問題となっているプラスチックごみや食品ロス問

題への対応の必要性を背景として、令和4年度（2022年度）から令和8年度（2026年度）

までの５年間を計画期間として策定されました。 

計画には「愛知県食品ロス削減推進計画」が包含されています。 

 

 

あいちサーキュラーエコノミー推進プランは、循環型社会の形成を加速させていくため、

従来の3Rを核とした取組に加えて、資源を有効に循環利用し、資源投入量、廃棄物発生量

を限りなく小さくする「サーキュラーエコノミー（循環経済）」へ転換することによる循環

ビジネスの進展を図ることを目的としています。 

計画では、あいち資源循環推進センターを拠点として「サーキュラーエコノミー推進モデ

ルの展開」、「循環ビジネスの振興支援」、「人材育成・情報発信」、「多様な主体との連携」を

推進するとしています。 

 

 

愛知県分別収集促進計画は、愛知県廃棄物処理計画との整合性を図りながら、容器包装廃

棄物の分別収集及び再商品化を促進する計画であり、第10期では計画の期間を令和5年度

（2023年度）から令和9年度（2027年度）の5年間とし、その間の消費者、事業者に対す

る働きかけ、市町村に対する支援の方向性を定めることで、県内の容器包装廃棄物の排出抑

制、分別収集及びリサイクルを推進していく考えを示しています。 
 

 

愛知県災害廃棄物処理計画は平成28年（2016年）に策定され、南海トラフ全域で発生が

予測されている巨大地震、近年の気候変動に伴う河川氾濫や土砂災害といった自然災害の発

生を想定し、災害発生後の早期復旧・復興を果たせるよう災害が発生した際に廃棄物を迅速

かつ適正に処理するための計画として定められたものです。 

改定では、洪水、土砂災害による災害廃棄物発生量の推計の追加や、「災害廃棄物対策指

針」の改定などの近年の災害廃棄物処理に関する国の動向が踏まえられています。 



 

 

 

幸田町総合計画は、本町が目指すべき将来像を定め、その実現に向かっていくための指針

となるまちづくりに関する最上位の計画であり、第6次総合計画では、目指すべき将来像を

「みんなでつくる元気な幸田」とし、安全・安心、環境、産業振興などの分野ごとにまちづ

くりの基本目標を設定し、その実現のための主要な取組及び行政、町民、事業者の役割を定

めています。 

ごみ処理に関しては基本目標2「自然豊かに美しく」において、生活排水処理に関する事

項は基本目標1「いのちと暮らしをまもるぞ」において、それぞれ主要な取組が定められて

います。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な取組 

ごみの減量・再利用・再資源化 

ごみ処理施設の充実 

不法投棄の防止 

 

主
友
役
割 

行政 ごみの減量を啓発する。 

ごみの分け方・出し方を周知する。 

資源回収活動を推進する。 

ごみを効率的に処理する。 

クリーンパトロールによりまちをきれいに保

つ。 

住民 ごみの発生、排出を抑制する。 

ごみの分け方・出し方を理解し、実践する。 

資源回収に協力する。 

クリーン運動に参加する。 

事業者 無駄な包装等をしない。 

店頭回収に協力する。 

美化活動に協力する。 

 

主な取組 

公共下水道の整備 

農業集落排水の維持管理の合理化 

合併処理浄化槽の設置・適正管理 

 

主
友
役
割 

行政 未整備地域の下水道を整備する。 

老朽化への対策をする。 

農業集落排水の維持管理を合理化する。 

合併処理浄化槽の設置・適正管理を推進

する。 

住民 

事業者 

公共下水道・農業集落排水へ接続する。  

合併処理浄化槽区域については、合併処

理浄化槽を設置し、適正に管理する。 

 
総合計画の施策体系及びごみ処理、生活排水処理に関する施策の方向性 

総合計画の施策体系 

将来像 基本目標（将来像へ向かう６本柱） 基本計画（まちのあるべき姿） 

⎲
⏆
⎝
⎚
⎗
⎂
⎾ 

元
気
⎝
幸
田 

１ 生命、財産を守る体制が整備されている。 

２ 安心して出かけられる。 

３ 便利で安全な交通網が整備されている。 

４ 安全な水の道が整備されている。 

５ 良好な住環境が整備されている。 

６ 快適に暮らせる都市施設が整備されている。 

１ 豊かな自然のあふれるまち。  

２ ごみが少なく、まちがきれい。 

１ 農業者がいきいきと働いている。 

２ ものづくり産業が成長し続けている。  

３ お店がにぎわっている。  

４ 観光で訪れた人が楽しんでいる。 

１ みんなが健康に暮らしている。  

２ 安心して子どもを育てられる。 

３ 障がいのある人とともに暮らしている。 
４ お年寄りが笑顔で元気に暮らしている。 

１ 未来を担う子どもたちが良い環境で学んでいる。  

２ いつだって、だれだって学べる。  

３ 幸田の歴史、文化を大切にしている。 

いのちと暮らしをまもるぞ 

【安全・安心】 

自然豊かに美しく 

【環境】 

幸田から全国へ 世界へ 

【産業振興】 

お年寄りまでみんなが元気 

【健康・福祉】 

きたえよう！こころとからだ 

【教育・文化】 

みんなのちからで続くまち 

【協働・参画】 

１ 性別にとらわれず個性と能力が発揮されている。  

２ 地域の人々がつながっている。  

３ 効率的で計画的な町政運営がされている。 

ごみ問題への対応 下水道の整備 



 

 

幸田町災害廃棄物処理計画は、「災害廃棄物対策指針」、「愛知県災害廃棄物処理計画」、

「幸田町地域防災計画」と整合を図りながら、「愛知県災害廃棄物処理計画の災害廃棄物等

発生量（推計）（平成27年（2015年）7月）」が想定する災害廃棄物などを迅速かつ適正に

処理するための事項を定め、町民の安心・安全な生活環境を守り、災害発生後の本町の復

旧・復興へ寄与することを目的として策定されたものです。計画内では、災害廃棄物処理の

基本方針、行政、町民、事業者の協力支援体制、災害廃棄物処理フロー、発生が予測される

災害廃棄物の種類ごとの推計、処理体制など災害廃棄物対策の基本的な考え方や方向性を示

しています。 

 

 

幸田町地球温暖化対策実行計画は「環境に「e
え
～co

- こ
と」しよう」を合言葉として、本町の

事務事業に関する温室効果ガス排出量の削減に向けた目標値、具体的な取組、推進・点検及

び公表の体制を示したものです。 

具体的な取組の一つとして、廃棄物由来の温室効果ガス排出量削減に向けたリデュース

（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の順に3Rに関する取組を推進

していく旨を示しています。 

本計画は、令和５年度（2023年度）に改定を行い、令和６年（2024年）４月から新たに

第4次計画を実施していきます。 

 

 

環境基本計画は、環境の保全に関する施策を総合かつ計画的に推進するための計画です。 

第２次幸田町環境基本計画においては、「私がつくる 四季とふれあう美しいまち」をス

ローガンとして、まちの全ての人がそれぞれの役割のもとに、主体的に、未来に責任を持っ

て、互いに協力しながら、よりよい環境と保全と創造に取り組むこととしています。また、

ゼロカーボンシティ宣言の実現に向けて、令和12年度（2030年度）の温室効果ガス排出量

を平成25年度（2013年度）比46％削減することを目指しています。 

 

 

西尾市クリーンセンター及び岡崎市八帖クリーンセンター１号炉の老朽化を受けて、新た

なごみ処理施設を整備するため、岡崎市、西尾市、幸田町の２市１町からなる岡崎西尾ブロ

ックに区割りされた「岡崎西尾地域ごみ処理広域化計画」によりごみ処理施設の集約化を目

指すこととしました。その後、令和２年（2020年）２月に岡崎西尾地域広域化ブロック会

議にて岡崎西尾地域広域ごみ処理西尾地区施設の建設予定地を西尾市クリーンセンターの敷



 

地とすることを確認し、令和12年度（2030年度）に広域ごみ処理施設を供用開始すること

を目指して整備事業を進めています。 

蒲郡市と幸田町で組織された蒲郡市幸田町衛生組合において、し尿処理施設の「清幸園衛

生処理場」と斎場の「セレモニーホールとぼね」に係る事務を共同処理しています。清幸園

衛生処理場については昭和55年（1980年）３月に竣工し、稼働して40年が経過しています。

また、各市町においては、下水道の普及や農業集落排水処理施設の統廃合により生し尿・浄

化槽汚泥の発生量が減少することから、令和３年度（2021年度）に処理方法などの調査・

研究を実施しました。その結果、蒲郡市下水道浄化センターの施設を改修することで直接投

入して処理することが有効であるとの結果が得られたことから、令和13年度（2031年度）

の供用開始に向けて、下水道に係る計画の見直しなどの必要な手続きを進めていくこととし

ました。これにより清幸園衛生処理場は廃止することとなり、跡地利用を蒲郡市幸田町衛生

組合で検討しています。 

  



 

 

本計画は、「廃棄物処理法」第 6 条の規定に基づき、本町のごみ処理政策分野における中⾧期

的な基本方針を定めるものであり、ごみの処理に関する計画（ごみ処理基本計画）と生活排水の

処理に関する計画（生活排水処理基本計画）から構成されます。 

計画の策定に当たっては、循環型社会形成に関する法律や条例、国や県、関係自治体の計画、

本町の上位計画や関連計画との整合性を確保します。 

また、本町のごみの適正処理や減量・資源化の基本方針を定めるとともに、町民・事業者が行

うべき方策・行動を支援・促進するための基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-2 一般廃棄物処理基本計画の位置付け 
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本計画は平成 26 年度（2014 年度）を初年度、目標年度を令和 10 年度（2028 年度）とする

計画であり、「ごみ処理基本計画策定指針」に基づき概ね 5 年ごとに改定を行うことになってい

ます。 

今回の計画改定は、平成 30 年度（2018 年度）の改定から 5 年経過したことによる中間見直

しであり、今後は、令和 10 年度（2028 年度）を目標年度として設定し、計画の進捗状況の評

価、見直しを行うこととします。 

また、それ以外にも、計画期間中に社会経済情勢や廃棄物処理行政が大きく変化した場合は計

画の見直しを行うことを検討します。 

 

図 1-1-3 計画の期間 

 

本計画の対象区域は幸田町全域とします。 

  



 

 

本計画の範囲は、本町で発生する一般廃棄物（ごみ（生活系及び事業系）・生活排水（し尿及

び浄化槽汚泥））とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-4 計画の対象範囲  

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、

廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物。 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、揮発性、毒性、感染性その

他の人の健康または生活環境に関わる被害を生じる恐れがある性状

を有する物として政令で定めるもの。 

事業活動に伴って生じる 

産業廃棄物以外の廃棄物。 

食品ロスに関わる事項を含む。 

 

ごみ 
一般家庭の日常生活に伴って生じる 
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一般廃棄物のうち、揮発性、毒性、感染性その他の人の健康

または生活環境に関わる被害を生じる恐れがある性状を有す

る物として政令で定めるもの。 

計画の対象範囲 

事業系一般廃棄物 



 

 

 

本町は、県の中南部に位置し、中部圏の中心都市名古屋市から 45km 圏内にあり、北は岡崎

市、南東は蒲郡市、西は西尾市の 3 市と接しています。 

地形は、東部の遠望峰山の約 440m を最高に東部から南西部に 100m～400m の丘陵地が続

き、広田川とそれに注ぐ支流を中心に平野が広がっているほか、農業用溜池として県内最大級の

人造湖である大井池は、面積約 9ha で、四季を通じて豊富な水が蓄えられています。 

土地利用では、森林が約 4 割、田・畑が約 2 割、宅地が約 1 割となっています。 

交通面では、町の中央部を南東から北西に名豊バイパスが横断して臨海工業地帯の蒲郡市と内

陸工業地帯の岡崎市や豊田市を結ぶ要衝となっており、交通の利便性などを背景として自動車関

連産業を中心とした内陸工業の集積が進んでいます。 

これまでに町内の道路・公園・下水道などの都市施設整備や土地区画整理事業などによる計画

的な宅地供給が進められた結果、本町の人口は 1965 年（昭和 35 年）以降、2021 年（令和 3

年）まで増加傾向が続いてきました。 

幸田町第 2 期総合戦略では、2025 年（令和 7 年）の目標人口を 44,700 人としています。 

 

 

 

 

 

幸田町 



 

 

本町最寄りの地方気象観測所である岡崎観測所及び蒲郡観測所の平成 30 年（2018 年）から

令和 4 年（2022 年）における平均気温は 15.8℃～16.8℃、最高気温は 35.7℃～39.3℃、最

低気温は-7.3℃～-1.8℃となっています。また、降水量は年間 1,573.5mm～2,105.0mm とな

っています。 

 

表 1-2-1 気温・降雨量の推移（気象庁岡崎観測所、蒲郡観測所） 

 

 

 

本町の人口及び世帯数は⾧期間増加傾向にありましたが、令和4年度（2022年度）は前年

より238人減少し、42,412人となりました。 

世帯数も増加基調にありましたが、令和4年度（2022年度）は前年より44世帯減少し、

16,618世帯となっています。 

平成25年度（2013年度）に2.86人であった1世帯当たりの人員は減少傾向が続き、令和4

年度（2022年度）には2.55人となっています。 

  



 

表 1-2-2 人口、高齢化率、世帯数、一世帯当たりの人員の推移 

 

図 1-2-1 人口の推移 
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図 1-2-2 世帯数及び一世帯当たりの人員の推移 
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令和4年度（2022年度）の人口構成を年齢3区分別に見ると、最も多いのが生産年齢人口

（15～64歳）の62.0%、次いで、老齢人口（65歳以上）の21.7%、続いて年少人口（14

歳以下）の16.3%となっています。また、5歳階級別に人口を見ると、45～49歳の人口が

最も多く3,419人となっています。 

 

表 1-2-3 年齢構成別の人口、年齢構成比（令和4年度（2022年度）） 

  



 

 

図 1-2-3 年齢構成比（令和4年度（2022年度）） 

 

 

 

図 1-2-4 年齢構成別人口（令和4年度（2022年度）） 
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就業者数の総数は平成17年（2005年）の18,893人から増加傾向にあり、令和2年

（2020年）は21,718人となっています。 

また、産業分類（大分類）別就業者人口の推移を見ると、第1次産業では減少傾向にある

ものの、第2次産業、第3次産業では増加傾向にあります。 

 

表 1-2-4 産業分類（大分類）別就業者人口の推移 

  



 

 

図 1-2-5 産業分類（大分類）別就業者人口の推移 

 

 

令和2年（2020年）の農家数は333戸で、平成12年（2000年）と比較すると523戸減少

しています。また、農業就業者数も減少しており、令和2年（2020年）は平成12年（2000

年）より991人少ない466人となっています。 
 

表 1-2-5 農家数、農業就業者数の推移 

 

1,197 966 804 755 695

9,387 8,512 8,506 8,831 9,862

8,456 9,107 9,223 10,029
10,784

42 308 1,228
698 37719,082 18,893

19,761 20,313
21,718

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H12

（2000）

H17

（2005）

H22

（2010）

H27

（2015）

R2

（2020）

（人）

（年）

第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能の産業



 

 

図 1-2-6 農家数の推移 

 

 

図 1-2-7 農業就業者数の推移 
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製造業の事業所数は減少傾向にあり、平成21年（2009年）に106あった事業所は、令和

2年（2020年）には85事業所となっています。 

製造品出荷額等は、平成28年の15,827億円をピークに減少傾向にあり、令和2年（2020

年）は9,042億円となっています。 

従業員数は約10,900～12,700人程度の間で推移しています。 
 

表 1-2-6 産業分類（中分類）別就業者数、事業所数の推移 

 

 

図 1-2-8 事業所数（製造業）及び製造品出荷額等の推移  
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図 1-2-9 従業員数（製造業）の推移 
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卸売業、小売業の事業所数は、平成24年（2012年）以降は減少傾向にありましたが、平

成28年（2016年）は増加して220事業所となっています。一方で、年間商品販売額は増加

傾向にあります。 

従業員数は、平成24年（2012年）以降は増加傾向にあります。 

 

表 1-2-7 事業所数、年間商品販売額、従業員数の推移 

 

図 1-2-10 事業所数（卸売業、小売業）及び年間商品販売額の推移 
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図 1-2-11 従業員数（卸売業、小売業）の推移 

 

 

町の総面積 5,672ha のうち市街化区域の割合は町全体の 10.8%となっており、市街化区域内

の用途地域で最も多いのが「第 1 種住居地域」の 27.7%、次いで「第 1 種中高層住居専用地域」

の 18.1%、続いて「工業地域」及び「工業専用地域」がそれぞれ 12.9%となっています。 

また、土地利用状況を見ると、全体の 42.7%が森林で占められており、宅地は 12.6%となっ

ています。 
 

表 1-2-8 都市計画用途地域別面積 
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図 1-2-12 市街化区域の都市計画用途地域別面積比 

 

表 1-2-9 土地利用状況 

 

 

図 1-2-13 土地利用状況 
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第2部 ごみ処理基本計画 

 

 

本町の主なごみ処理事業の沿革を表 2-1-1に示します。 

 

表 2-1-1 主なごみ処理事業の沿革 

  



 

 



 

  



 

 

本町のごみの分別区分を表 2-1-2に示します。 
 

表 2-1-2 ごみの分別区分（令和5年度（2023年度）現在） 

 



 

 

本町のごみ処理フローを図 2-1-1に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1 ごみ処理フロー（令和5年度（2023年度）） 

  



 

 

 

本町のごみの排出抑制・資源化の取組を表 2-1-3に示します。 

表 2-1-3 ごみの排出抑制・資源化の取組 



 

 

本町のごみの収集・運搬体制を表 2-1-4に示します。 

収集方法は、主にごみステーション、戸別収集、資源拠点回収、資源回収に大別されます。

また、生活系ごみ及び事業系ごみのうち公共施設から発生するごみの収集・運搬は委託業者

によって行われ、事業系ごみのうち一般事業所から発生するごみの収集・運搬は許可業者に

よって行われています。なお、本町では収集・処理していないものを表 2-1-5に示します。 

 

表 2-1-4 ごみの収集・運搬体制（令和5年（2023年）現在） 

 



 

表 2-1-5 町では収集・処理していないもの 

  



 

 

本町のごみの種類別中間処理体制を表 2-1-6に、中間処理施設の概要を表 2-1-7に示しま

す。 

中間処理は、生活系ごみのうちの「燃やすごみ」と「粗大ごみ（燃やすごみ）」、及び、事

業系ごみのうちの「可燃ごみ」は、岡崎市中央クリーンセンターで焼却・溶融処理し、「不

燃ごみ（陶磁器・ガラスを除く）」と「分別収集ごみ（不燃ごみ）」は岡崎市廃棄物再生利用

施設にて破砕・選別処理しています。また、「資源ごみ（粗大ごみ、事業系ごみを含む）」、

「有害・危険ごみ」は民間処理施設により資源化を行っています。 

 

表 2-1-6 ごみの種類別中間処理体制 

  



 

表 2-1-7 中間処理施設の概要 

 

  



 

 

本町の最終処分施設の概要を表 2-1-8に示します。 

最終処分は、家庭から排出される「陶磁器・ガラス」については幸田町一般廃棄物最終処

分場へ搬入し埋立処理を行っています。 

一方、「その他不燃ごみ」の処理については岡崎市に委託しており、岡崎市廃棄物再生利

用施設で中間処理後、可燃ごみ（岡崎市中央クリーンセンターで溶融処理）の処理残渣（溶

融飛灰）とともに岡崎市北部一般廃棄物最終処分場へ搬入し、埋立処理しています。 

 

表 2-1-8 最終処分施設の概要 

 

  



 

 

 

本町のごみの種類別発生量及び総排出量の推移を表 2-1-9及び図 2-1-2に示します。 

各年におけるごみの総排出量は 10,000t程度で推移しています。また、このうち生活系

ごみは約8,300t～8,500tで推移しており、事業系ごみは約1,800t～1,900tで推移していま

す。 

表 2-1-9 ごみの種類別発生量及び総排出量の推移 

  



 

 



 

 

図 2-1-2 ごみの総排出量の推移 
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本町の一人一日あたりのごみ排出量の推移を表 2-1-10 及び図 2-1-3 に示し、令和 3 年度

（2021 年度）における県内市町村の一人一日当たりのごみ排出量を表 2-1-11 に示します。 

一人一日当たりのごみ排出量は減少傾向にあります。また、県内では 2 番目に排出量が少なく

なっています。 

 

表 2-1-10 一人一日当たりのごみ排出量及び人口の推移 

 

図 2-1-3 一人一日当たりのごみ排出量及び人口の推移 
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表 2-1-11 県内市町村の一人一日当たりのごみ排出量（令和3年度（2021年度）） 

 

  



 

 

本町の収集区分別の収集・運搬量の推移を表 2-1-12及び図 2-1-4に示します。 

生活系の収集区分で最も多いのはごみステーションでの収集であり、令和4年度（2022年

度）実績で約7,200ｔとなっています。 

 

表 2-1-12 収集区分別の収集・運搬量の推移 

  



 

  

図 2-1-4 収集区分別の収集・運搬量の推移 
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本町の処理方法別の中間処理の推移を表 2-1-13及び図 2-1-5に示します。 

中間処理量は、令和4年度（2022年度）実績では10,138tとなっています。 

表 2-1-13 処理方法別の中間処理の推移 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-5 処理方法別の中間処理量の推移 
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本町の処理対象別の最終処分量の推移を表 2-1-14及び図 2-1-6に示します。 

最終処分量は、令和2年度（2020年度）以降はおよそ400ｔ付近で推移しています。 

 

表 2-1-14 処理対象別の最終処分量の推移 

  

図 2-1-6 処理方法別の最終処分量の推移  
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本町の資源回収の実績値、報奨金交付額と総実施回数の推移を表 2-1-15及び図 2-1-7、

図 2-1-8、図 2-1-9に示します。 

令和2年（2020年）のコロナ禍で回収量、報奨金交付額、実施回数ともに減少しています。 
 

表 2-1-15 資源回収の実績値の推移 

  

図 2-1-7 資源回収の実績値の推移 
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図 2-1-8 資源回収の報奨金交付額の推移 

 

 

図 2-1-9 資源回収総実施回数の推移 

本町の資源拠点回収量の推移を表 2-1-16に示します。 

資源拠点回収量は減少傾向にあり令和4年度（2022年度）では93tとなっています。 

表 2-1-16 資源拠点回収量の推移 
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本町の生ごみ堆肥化の実績値の推移を表 2-1-17に示します。 

また、併せて生活系（里区（深溝曲松））、事業系（一般事業所、公共施設）別の処理量の

実績を示します。 

 

表 2-1-17 生ごみ堆肥化の実績値の推移 

本町の使用済み食用油の回収量の推移を表 2-1-18に示します。 

なお、令和4年度（2022年度）現在では、町内の小売店舗５店舗において店頭回収を実施

しています。 

 

表 2-1-18 使用済み食用油の回収量の推移 

 



 

 

本町の再生利用の実績値の推移を表 2-1-19及び図 2-1-10に示します。 

再生利用量は減少傾向にあり令和4年度実績では2,633tとなっています。また、再生利用

量の減少に伴い再生利用率（総資源化量÷ごみ総排出量×100）も減少傾向にあり令和4年度

実績では26.0％となっています。 
 

表 2-1-19 再生利用の実績値の推移 

  



 

 

図 2-1-10 再生利用の実績値の推移  
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本町の燃やすごみの組成中分類毎の重量（湿ベース）を表 2-1-20及び図 2-1-11に示し

ます。 

重量比を見ると最も多いのが「厨芥類（調理くず）」の29.6%、次いで「その他可燃物」

の20.9%、「直接廃棄（手つかず食品）」及び「ミックスペーパー」の8.7%となっています。 

なお、燃やすごみの重量比は80.4%となっています。資源ごみであるミックスペーパー

やプラスチック製容器包装の混入比率の高さなどが要因となっています。 

表 2-1-20 燃やすごみの組成中分類毎の重量（湿ベース） 

 

 

  

 



 

 

図 2-1-11 燃やすごみの組成中分類毎の重量（湿ベース） 
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幸田町ごみ処理施設の組成大分類割合（乾ベース（ごみを乾燥させた状態））を図 

2-1-12に、近隣市のごみ処理施設組成大分類割合を図 2-1-13に示します。 

本町は、その他可燃物に分類されるごみが最も多く34.9%、次いで紙類が27.4％、プラ

スチック類が22.5％を占めています。 

本町の調査と他市の調査で調査時の区分が異なるものの、本町では紙類の割合が比較的低

い割合になっています。また、不燃物の混入も低い値となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-12 組成大分類割合（乾ベース（ごみを乾燥させた状態））（幸田町ごみ処理施設） 

 

 

図 2-1-13 組成大分類割合（乾ベース）の比較（岡崎市、西尾市、蒲郡市） 

  

43.5

44.1

30.5

25.6

19.6

18

18.8

13.1

45.6

12.1

13.9

2.1

3.5

1.4

5.8

2.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

蒲郡市クリーンセンター

西尾市クリーンセンター

岡崎市中央クリーンセンター

(%)
紙・布類 ﾋﾞﾆｰﾙ、合成樹脂、ｺﾞﾑ、皮革類 木、竹、わら類 ちゅう芥類 不燃物類 その他

紙類

27.4%

プラスチック

類

22.5%

布類

1.5%

厨芥類

13.4%

その他可燃物

34.9%

不燃物

0.3%

事業系ごみ

0.0%



 

 

三成分の比較を図 2-1-14に示します。 

本町の組成分類は、近隣のごみ処理施設と比較して、水分が高い割合を示し、灰分が比較

的低い値を示しています。 

 

図 2-1-14 三成分の比較 

 

 

低位発熱量の比較を図 2-1-15に示します。 

発熱量は、高ければ高いほど発電効率が高くなりますが、高すぎると炉に負担がかかって

います。本町のごみ発熱量は、近隣市よりもやや低い傾向にあります。 

 

図 2-1-15 低位発熱量実測値（乾ベース）の比較 
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岡崎市中央クリーンセンターからの温室効果ガス排出量の推移を表 2-1-21及び図 

2-1-16に、本町のごみ収集車両からの推移を表 2-1-22及び図 2-1-17示します。 

岡崎市中央クリーンセンターからの温室効果ガス排出量は、特に非エネルギー起源におい

て令和2年度（2020年度）にかけて減少しましたが、令和3年度（2021年度）以降は再び

増加しています。ごみ収集車両では、平成30年度（2018年度）から増加が続いています。 

 

表 2-1-21 岡崎市中央クリーンセンターからの温室効果ガス排出量の推移 

 

図 2-1-16 岡崎市中央クリーンセンターからの温室効果ガス排出量の推移 
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表 2-1-22 ごみ収集車両からの温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-17 ごみ収集車両からの温室効果ガス排出量の推移 
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本町のごみ処理経費の推移を表 2-1-23及び図 2-1-18に示します。 

令和4年度（2022年度）の処理経費実績は約5.59億円となっています。また、町民一人

当たりのごみ処理経費は、令和4年度（2022年度）では1人当たり13,180円となっています。 
 

表 2-1-23 ごみ処理経費の推移 

図 2-1-18 ごみ処理経費の推移 

  



 

 

 

 

平成30年度（2018年度）に策定した計画で設定したごみ処理に関する中間目標値（令和

5年度（2023年度））及び実績値（令和4年度（2022年度））を表 2-1-24に、令和4年度

（2022年度）までの実績値の推移を図 2-1-19に示します。 

一人一日当たりのごみ排出量は令和元年（2019年）に増加したものの、その後は減少傾

向にあり、目標を達成しています。 

処理しなければならないごみの一人一日当たりの量及び最終処分率は、平成30年（2018

年）から令和2年（2020年）にかけて増加し、その後は微減していますが、目標値を上回っ

ています。 

また、再生利用率は減少傾向にあり、目標を達成していません。 

 

表 2-1-24 ごみ処理に関する目標値（令和4年度）及び実績値 

 



 

 

  

  

図 2-1-19 ごみ処理に関する実績値の推移 

 

 

類似町村との比較を表 2-1-25及び図 2-1-20に示します。 

市町村の一般廃棄物処理システムの改善・進歩の度合いを客観的かつ定量的に点検・評価

することを目的に、環境省において「処理システム指針」が策定されています。これに基づ

き本町と都市形態区分・人口・産業構造が類似する自治体を抽出し、令和3年度（2021年度）

実績の一般廃棄物処理の状況について、比較評価を行いました。 

本町と都市形態区分・人口が類似する20の町村の平均（本町を含む）と比較すると、全

ての項目で平均より良好な値であり、特に、「廃棄物からの資源回収量」では他町村と比較

して非常に高い水準を示しています。 
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表 2-1-25 類似町村との比較 

 

 

図 2-1-20 類似町村との比較 

 

表 2-1-26 抽出した町村と人口 
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本町のごみの総排出量は令和元年度（2019 年度）をピークにわずかに減少傾向を示していま

す。また、一人一日当たりのごみ排出量の令和 3 年度（2021 年度）実績では、県下で 2 番目に

少ない 659g/人・日（県内市町村平均:877g/人・日）となっています。 

しかしながら、生活系の燃やすごみの量は、近年増加傾向となっています。また、事業系の可

燃ごみは、コロナ禍で事業活動が縮小したため令和 2 年度（2020 年度）に減少したものの、以

降は微増しています。 

現行の取組を継続しつつ、特に増加傾向にある生活系の燃やすごみや事業系の可燃ごみの排出

を抑制するための取組を推進していく必要があります。 

 

 

令和５年（2023 年）の可燃ごみの組成分析結果によると、燃やすごみの重量比は 80.4％を

占めていますが、厨芥類（調理くず等）に次いで資源ごみであるミックスペーパー、プラスチッ

ク製容器包装の混入率が高い結果となっています。本町ではプラスチックに係る資源循環の促進

等に関する法律が令和 4 年（2022 年）4 月 1 日に施行されたことをうけ、令和 5 年（2023 年）

4 月から「プラスチック使用製品」と「プラスチック製容器包装」の一括回収を実施しており、

この取組により、燃やすごみに含まれる資源ごみの分別を進めることで資源化・減量化をする必

要があります。 

令和 5 年（2023 年）4 月から乾電池の収集範囲を拡大し、従来の乾電池に加えてリチウム電

池・ボタン電池・電子タバコなどが排出可能となりました。この取組を進めることで、さらなる

資源化を推進する必要があります。 

類似町村と比較すると廃棄物からの資源回収量は高い水準にあるものの、PTA・子ども会など

が実施する資源回収による資源ごみの収集量が減少していることから、現行の取組は継続しつつ、

さらなる資源化を推進するための対策を検討・実施していく必要があります。 

 

 

町民の意向や社会情勢の変化に対応し、必要に応じてより良い計画収集区域や収集形態を検討

していく必要があります。 

また、収集・運搬に用いられる車両から発生する温室効果ガスの削減に向け、現況の把握を進

めるとともに、必要に応じて具体的な方策を検討していく必要があります。 

 



 

 

本町で発生する燃やすごみ及び不燃ごみの中間処理は岡崎市に委託しており、中間処理後の処

理残渣や不燃物は、岡崎市一般廃棄物最終処分場に持ち込まれ埋立処理されています。 

岡崎市八帖クリーンセンター１号炉及び西尾市クリーンセンターの老朽化を受けて、新たなご

み処理施設を整備するため、岡崎市、西尾市、幸田町の２市１町からなる岡崎西尾ブロックに区

割りされた「岡崎西尾地域ごみ処理広域化計画」によりごみ処理施設の集約化を目指すこととな

っています。令和 12 年度（2030 年度）に広域ごみ処理施設を供用開始することを目指して整

備事業を進めており、引き続き、関係市町間の協議を進めていく必要があります。 

一方、不燃ごみのうち、破砕・選別された陶磁器とガラスについては幸田町一般廃棄物最終処

分場で埋立処理しています。埋立期間は令和 18 年（2036 年）までとされていることから、埋

立量を減らしていく取組など、今後も安定して最終処分を行っていける体制を検討していく必要

があります。 

 

 

令和 4 年度（2022 年度）におけるごみの不法投棄の回収量は、家電 4 品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）24 台、タイヤ 18 本などとなっています。 

今後も引き続き不法投棄のためのパトロールを継続するほか、地域や事業者団体との協力体制

を確立していく必要があります。 
  



 

 

 

本町では、「循環型社会を構築し、資源を大切にするまち」を基本理念に掲げ、ごみの発生抑

制、資源化及び適正処理に関する施策を展開してきました。 

この基本理念は、上位計画にあたる第２次幸田町環境基本計画（令和 5 年度（2023 年度）～

令和 14 年度（2032 年度））で示された将来の望ましい環境像であるとともに、本計画の根幹を

なす基本的な考えであることから、今回の改定においても、引き続き計画の基本理念として引き

継いでいくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念を踏まえ、計画を推進していくための基本的な施策の方向性を次のとおり定めます。 

 

基本方針１：発生抑制・資源化促進に向けた意識向上の促進 

循環型社会の構築には、町、町民及び事業者の一人ひとりがごみの減量化・資源化を意識し

行動することが大切です。そのために、情報提供、啓発及び環境教育の推進により意識向上の

促進を図ります。 

 

基本方針２：限りある資源を有効活用し、さらなる資源化の促進 

さらなる資源化を促進していくには、一人ひとりが意識し行動することのほかに、分かりや

すく実践しやすい処理の仕組みを構築する必要があります。国や県などのごみ処理行政の動向

や処理技術の進歩状況などを考慮し、より効率的な分別区分や処理体制の見直しを行っていき

ます。 

 

基本方針３：適正処理の推進と不適正処理の防止 

ごみの適正な処理を推進するとともに、不適正な処理について、町、町民、事業者と共同の

もと未然防止策を含めた対策を取っていく必要があります。 

 

  

「循環型社会を構築し、資源を大切にするまち」 

基本理念 



 

 

 

これまでのごみ発生量の増減傾向が今後も続いた場合の、次年度以降のごみ発生量の予測

を図 2-4-1に示します。 

ごみの総排出量は、令和10年度（2028年度）には11,234t/年、令和12年度（2030年度）

には11,336t/年に増加すると予測されます。 

 

図 2-4-1 ごみ発生量の推移を踏まえた次年度以降のごみ発生量の予測 

 

表 2-4-1 ごみ発生量の実績値とごみ発生量の予測値 
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今後の生活系ごみの分別区分（現況同様）を表 2-4-2に示します。 

家庭から排出されるごみを資源化するためには、なるべく排出する段階で再生利用に配慮

した区分で分別収集することが必要となります。また、分別収集の対象となるごみの種類は、

円滑かつ適正な再生利用を進める見地から、地域の実情を踏まえつつ、再生品市場の存在、

再生利用の容易性、再生品の経済的価値、減量効果の程度などを総合的に勘案して定める必

要があります。 

現在、本町のごみの分別区分は、「処理システム指針」に掲げられている、「標準的な分別

収集区分及び適正な循環的利用・適正処分の考え方」に示された分別区分3段階の内最も分

別が多い区分となっており、再生資源利用率を増加させていく上では、今後も現状の分別区

分を維持していくことが望ましいと考えられます。 

よって、町が収集する生活系ごみの分別区分は従来どおりを基本とし、ごみの排出状況や

町民の意向などを勘案して必要に応じ変更を検討することとします。 

なお、令和4年（2022年）4月1日にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

が施行されたことにより、「プラスチック製容器包装」と「プラスチック使用製品」を一括

回収することとしました（令和５年（2023年）４月１日から実施）。 

また、電池類につきましても、新たにリチウム電池、ボタン電池、電子タバコなどを分別

ステーションに排出できるよう、収集可能範囲を令和５年（2023年）４月１日から拡大し

ました。 

  



 

表 2-4-2 今後の生活系ごみの分別区分（現行同様） 

 

 



 

 

 

 

今後の収集・運搬体制を表 2-4-3に示します。 

収集・運搬体制は、従来どおりを基本とします。なお、計画収集区域は、本町全体として、

町民の意向や社会情勢の変化に対応し、必要に応じて収集頻度や収集・運搬形態の変更を検

討することとします。 

また、収集・運搬に用いられる車両から発生する温室効果ガスの削減に向けては、現況の

把握を進めるとともに、必要に応じて具体的な方策を検討していくものとします。 

表 2-4-3 ごみの収集・運搬体制 

 

 

 

 

 



 

表 2-4-4 収集運搬方法別の実績値、予測値 

 



 

 

今後の中間処理体制を表 2-4-5に示します。中間処理体制は、従来どおり焼却・溶融処理、

破砕・選別処理は岡崎市への委託、資源化は民間処理業者への委託を基本とし、ごみの排出

状況や社会の動向などを勘案し必要に応じて変更を検討することとします。 

表 2-4-5 ごみの種類別中間処理体制 

  



 

表 2-4-6 中間処理方法別の実績値、予測値 

 



 

 

 

最終処分体制は、従来どおり焼却灰・溶融飛灰と破砕処理不燃物は岡崎市への委託、陶磁

器・ガラスは幸田町一般廃棄物最終処分場での処分を基本とし、ごみの排出状況や町民の意

向などを勘案し必要に応じて変更を検討することといたします。 

また、県などの最終処分場の動向を注視していくこととします。 

 

 

 

岡崎市八帖クリーンセンター１号炉及び西尾市クリーンセンターの老朽化を受けて、新た

なごみ処理施設を整備するため、岡崎市、西尾市、幸田町の２市１町からなる岡崎西尾ブロ

ックに区割りされた「岡崎西尾地域ごみ処理広域化計画」によりごみ処理施設の集約化を目

指すこととなっています。 

令和12年度（2030年度）に広域ごみ処理施設を供用開始することを目指して整備事業を

進めています。 

 



 

 

 

本町においては、環境審議会が廃棄物減量化等推進審議会及び廃棄物減量化等推進員の役

割を担っていることから、今後も独立した部会は設置せず、環境審議会内でごみの減量化、

資源化及び適正処理等に関する方策を審議していくものとします。 

 

 

大規模地震や風水害などの自然災害の発生に伴い一時的に大量発生した廃棄物については、

「幸田町災害廃棄物処理計画」に基づき迅速かつ適正に処理をします。 

また、近隣市と協力支援体制を構築するとともに、町職員に対して研修を実施し災害発生

時に円滑に処理を行えるよう備えます。 

 

 

不法投棄の防止、適正処理の推進に向けて、町、町民、事業者の役割を以下のように定め

ます。 
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感染の恐れのある注射針等の人の健康または生活環境に関わる被害を生じる恐れのある廃

棄物は、原則専門機関での処理を行うものとします。処理先や対応について周知徹底し、啓

発に努めます。 

 

表 2-4-7 特別管理一般廃棄物一覧 

 



 

 

 

一般廃棄物処理基本計画におけるPDCAサイクルを図 2-4-2に示します。 

本町においては、環境審議会が廃棄物減量化等推進審議会及び廃棄物減量化等推進委員の

役割を担っていることから、環境審議会で状況を報告しご意見をいただき、上位計画となる

幸田町環境基本計画との整合性を図りつつ、ごみの減量化・資源化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-2 計画の推進体制 

 

町、町民、事業者の役割と関係性を図 2-4-3に示します。 

本計画の推進に当たっては町、町民、事業者がそれぞれに課せられた取組を実施していく

必要があります。それらの取組が継続的で、実効性のあるものにするため、町、町民、事業

者の役割及び関係性を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-3 町、町民、事業者の役割 



 

 

基本目標を表 2-4-8に示します。 

目標達成に向けては、3Ｒの取組のうち、リデュース(発生抑制)→リユース（再使用）→

リサイクル（再生利用）の順に優先順位を定め、取り組んでいきます。 

 

表 2-4-8 削減目標 

 

 

 

 



 

 

目標達成時におけるごみ排出量の将来予測を表 2-4-9及び図 2-4-4に示します。 

表 2-4-9 目標達成時におけるごみ排出量の将来予想 

 

 

図 2-4-4 目標達成時におけるごみ排出量の将来予想 

  



 

第3部 生活排水処理基本計画 

 

 

本町の生活排水処理フローを図 3-1-1に示します。 

本町の生活排水処理施設は、生活雑排水とし尿を併せて処理する「公共下水道」、「農業集

落排水施設」、「合併処理浄化槽」があります。一方でし尿のみを処理を行い、生活雑排水は

未処理のまま排水する処理形態には「単独処理浄化槽」、「くみ取り便槽」があります。 

公共下水道のうち矢作川流域下水道の排水は矢作川浄化センターで、単独公共下水道の排

水は蒲郡市下水道浄化センターで終末処理され河川などに放流されます。 

農業集落排水施設、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の処理水は河川などに放流されます。

また、農業集落排水施設、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽、くみ取り便槽から発生した浄

化槽汚泥及びし尿は清幸園衛生処理場に搬入され脱水処理されます。その後、脱水汚泥は蒲

郡市クリーンセンターで焼却処分され、脱水ろ液は希釈して公共下水道へ放流されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1 生活排水処理フロー 
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本町の生活排水処理施設ごとの処理主体を表 3-1-1に示します。 

表 3-1-1 生活排水処理施設ごとの処理主体（令和4年度（2022年度）現在） 

 

 

本町の生活排水の処理形態別人口の推移を表 3-1-2及び図 3-1-2に示します。 

 

表 3-1-2 生活排水の処理形態別人口の推移 

 



 

 

図 3-1-2 生活排水の処理形態別人口の推移 
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本町の公共下水道は矢作川流域の関係市町村が合同で処理する矢作川流域下水道と蒲郡市

の終末処理施設へ流入する単独公共下水道の2種類があります。 

公共下水道の処理対象地は北部処理分区、中部処理分区（図 3-1-3）、南部処理分区（図 

3-1-4）に分けられ、このうち北部及び中部が矢作川流域下水道、南部が単独公共下水道で

処理を行っています。また、矢作川流域下水道での排水は矢作川浄化センターで、単独公共

下水道の排水は蒲郡市下水道浄化センターで終末処理されます。 

 

 
図 3-1-3 幸田町公共下水道使用区域図（中部処理分区） 



 

 
図 3-1-4 幸田町公共下水道使用区域図（南部処理分区） 

  



 

表 3-1-3 終末処理場の概要 

 

 

  



 

 

本町の公共下水道の普及率の推移を表 3-1-4、公共下水道の整備率の推移を表 3-1-5、公

共下水道の普及率及び整備率の推移を図 3-1-5に示します。公共下水道の普及率は年々向上

しています。整備率は、令和元年（2019年）に計画面積が引き上げられたことにより、減

少しましたが、その後増加傾向にあります。 

 

表 3-1-4 公共下水道の普及率の推移 

表 3-1-5 公共下水道の整備率の推移 

  



 

 

図 3-1-5 公共下水道の普及率及び整備率の推移 

 

 

 

本町の農業集落排水施設位置図を図 3-1-6に示します。 

本町では市街化調整区域内の13地区に農業集落排水施設を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-6 農業集落排水施設位置図  
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本町の農業集落排水事業による水洗化率の推移を表 3-1-6及び図 3-1-7に示します。 

水洗化率は増加傾向にあり、令和4年（2022年）実績で農業集落排水区域内に居住する

98.3％の人が農業集落排水施設に接続を完了している状況にあります。 

なお、高力地区と逆川地区については、令和4年度（2022年度）末の時点において公共下

水道に統合しています。 

表 3-1-6 農業集落排水事業による水洗化率の推移 



 

 

図 3-1-7 農業集落排水事業による水洗化率の推移  
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本町の単独処理浄化槽人口及び合併処理浄化槽人口の推移を表 3-1-7及び図 3-1-8に示し

ます。また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進する補助事業の実績値の推

移を表 3-1-8及び図 3-1-9に示します。 

 

表 3-1-7 単独処理浄化槽人口及び合併浄化槽人口の推移 

 

 

図 3-1-8 単独処理浄化槽人口及び浄化槽人口の推移 

 

表 3-1-8 合併処理浄化槽への転換を促進する補助事業の実績値の推移 
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図 3-1-9 合併処理浄化槽への転換を促進する補助事業の実績値の推移 

 

 

 

本町において発生するし尿・浄化槽汚泥の処理体系を図 3-1-10に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-10 し尿・浄化槽汚泥の処理体系 

 

 

し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬体制を表 3-1-9に示します。 

し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬は許可業者が行っています。なお、令和5年度末でし尿の

収集・運搬を行う許可業者は1社、浄化槽汚泥の収集・運搬を行う許可業者は3社となって

います。  
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表 3-1-9 し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬体制 

 

 

清幸園衛生処理場の概要を表 3-1-10に示します。 

収集・運搬されたし尿・浄化槽汚泥は、蒲郡市幸田町衛生組合の中間処理施設である清幸

園衛生処理場に搬入され、脱水処理を行い、脱水ろ液は希釈して公共下水道に放流し、脱水

後の汚泥は、蒲郡市クリーンセンターに搬入され焼却処分されます。その後、焼却灰は蒲郡

市一般廃棄物最終処分場にて埋立処分されます。 

清幸園衛生処理場については、施設の老朽化や、今後のし尿等排出量減少も考慮し、清幸

園衛生処理場での処理に替わり、蒲郡市下水道浄化センターへ直接投入・処理する方法に転

換する方針を協議しています。 

 

表 3-1-10 清幸園衛生処理場の概要 

 

 

本町のし尿・浄化槽汚泥の処理量の推移を表 3-1-11及び図 3-1-11に示します。 

公共下水道の整備の進捗により、し尿収集量、浄化槽汚泥の収集量は、共に減少傾向にあ

ります。  



 

表 3-1-11 し尿・浄化槽汚泥の処理量の推移 

 

図 3-1-11 し尿量・一人一日当たりのし尿処理量の推移 
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図 3-1-12 浄化槽汚泥量・一人一日当たりの浄化槽汚泥処理量の推移 
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生活排水処理に関する目標値（令和５年度（2023 年度））及び実績値（令和４年度（2022 年

度））を表 3-1-12 に示します。 

表 3-1-2 で示したように、生活排水処理率は平成 30 年（2018 年）に 96.0%であったもの

が、令和４年に 97.0%となり増加傾向にあるものの、令和 4 年度実績では令和 5 年度の目標値

に 0.3 ポイント届いていない状況にあります。 

 

表 3-1-12 生活排水処理に関する中間目標値（令和5年度（2023年度））及び実績値（令和4年度

（2022年度）） 

  



 

 

 

公共下水道未整備地区において、環境への負荷が高い単独処理浄化槽から、合併処理浄化槽へ

の転換を促進していくとともに、地形的要因などを考慮の上、公共下水道の整備を進めていく必

要があります。 

 

 

合併処理浄化槽、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽の減少により、し尿処理施設（清幸園衛生

処理場）へのし尿、浄化槽汚泥の搬入量が減少していくと予想されることから、より効率的な収

集・運搬方法や収集量の平準化について検討していく必要があります。 

 

 

生活排水の汚濁負荷を低減させるため、発生・排出段階の具体的な取組方法の周知や啓発を実

施していく必要があります。 

また、更なる水洗化率の向上に向けて、公共下水道及び農業集落排水施設への接続を促進して

いくとともに、公共下水道未整備地区においては、浄化槽の管理不足による水質汚濁を防ぐため、

定期的な保守点検の実施を周知・啓発していく必要があります。 

  



 

 

生活排水処理施設の整備は、公共下水道や農業集落排水施設が整備されている区域（以下、

「集合処理区域」といいます。）と、これらの施設が整備されておらず各戸で生活排水処理を行

う必要がある区域（以下、「個別処理区域」といいます。）に分け、地域の自然的・社会的条件を

考慮した上で、適切な生活排水処理施設の整備を進めます。 

 

し尿・浄化槽汚泥の効率的な収集・処理方法を検討していきます。 

 

啓発や具体的な取組方法の周知により、町、町民、事業者により生活排水対策を進めるととも

に、環境への負荷が少ない生活排水処理への転換を促進していきます。 

 

 

 

 

今後の生活排水処理主体を表 3-4-1に示します。 

生活排水処理施設ごとの処理主体は、現状の体制を基本とし、社会情勢の変化や町民の意

向などを勘案し必要に応じて変更を検討することとします。 

 

表 3-4-1 今後の生活排水処理主体 

 

 



 

 

 

南部処理分区、中部処理分区については引き続き公共下水道の整備を進め、北部処理分区

については、接続に向けて整備を進めて行くこととします。 

また、南部処理分区で発生した下水は蒲郡市に依頼し「蒲郡市下水道浄化センター」で、

中部処理分で発生した下水は、西尾市内の終末処理施設「矢作川浄化センター」で引き続き

処理するものとします。 

 

町内の農業集落排水施設のすべてで整備が完了しており、今後も施設の適正管理に努め、

必要に応じて施設の更新などを行っていきます。 

なお、全13地区のうち10地区については、順次、公共下水道への統合を進めていきます。

また、農業集落排水施設で発生した浄化槽汚泥については、現在は清幸園衛生処理場で処理

をしていますが、施設の老朽化や、今後のし尿等排出量減少も考慮し、清幸園衛生処理場で

の処理に替わり、蒲郡市下水道浄化センターへ直接投入・処理する方法に転換する方針を協

議しています。 

 

合併処理浄化槽による処理を推進し、単独処理浄化槽やくみ取り便槽からの転換を促しま

す。 

 



 

 

 

生活排水処理目標は、「幸田町汚水適正処理構想（平成29年（2017年）3月）」の計画普

及率（目標年次令和7年（2025年））をもとに、計画処理区域内人口の推計値で案分して算

出しました。 

生活排水処理目標を表 3-4-2に示します。 

ただし、本目標は、全県域汚水適正処理構想とは異なります。 

 

表 3-4-2 生活排水処理目標 

 

 

 

生活排水の処理形態別内訳を表 3-4-3に示します。 

また、生活排水処理形態別人口の将来予測を表 3-4-4及び図 3-4-1に示します。 

 

  



 

表 3-4-3 生活排水の処理形態別内訳 

  



 

表 3-4-4 生活排水の処理形態別人口の予測 

 



 

 

図 3-4-1 生活排水の処理形態別人口の予測 
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次に、生活排水の処理形態別人口と処理量の予測を表 3-4-5に示します。 

 

表 3-4-5 生活排水の処理形態別人口と処理量の予測 

 

 

 



 

 

 

現在の収集・運搬体制を基本に、効率化、円滑化を図り、施設に搬入されるし尿・浄化槽

汚泥の平準化を推進していきます。 

また、収集・運搬車両による交通の妨げを極力抑えるため、主要幹線道路の優先的利用を、

許可業者などに指導します。 

 

 

し尿・浄化槽汚泥の中間処理は、現在は「清幸園衛生処理場」で処理していますが、今後

蒲郡市下水道浄化センターへ直接搬入・処理する方法に転換する方針を協議しています。ま

た、脱水後の汚泥は「蒲郡市クリーンセンター」に搬入し焼却処分します。 

なお処理にあたっては、公共下水道普及による処理量の減少、浄化槽汚泥の割合の増加な

どの変化に対応した管理運営を行うとともに、処理経費の低減に向けても検討していくもの

とします。 

 

 

今後も、中間処理後の脱水ろ液は希釈して公共下水道に放流し、脱水汚泥を中間処理する

ことにより発生する焼却灰は蒲郡市に委託し「蒲郡市一般廃棄物最終処分場」に埋立処理す

ることとします。 

 

 



 

 

生活排水の適正処理の推進に向け、町・町民・事業者の役割を以下のように定めます。 
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第4部 食品ロス削減推進計画 

 

 

食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品のことを指します。 

食品ロスに関する問題は、「持続可能な開発目標(SDGs)」においても食料廃棄物の減少が目標

の一つに位置付けられているなど、世界的に重要な課題となっています。日本でも、食料自給率

が低く、食料を海外からの輸入に大きく依存している中、年間 643 万トン（環境省・農林水産

省による平成 30 年度（2018 年度）推計値）の食品ロスが発生していると推計されています。 

 

 

本町の燃やすごみに占める食品ロス量を図 4-1-1 に示します。 

燃やすごみに占める食品ロス（直接廃棄・食べ残し）の割合は 15.9％となっています。また、

調理くずを含めた食品廃棄物全体としては 45.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-1 燃やすごみに占める食品ロス量（湿ベース） 
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本町においては、平成 29 年度（2017 年度）から食品ロス削減の取組を始めました。 

環境課で食品ロス削減啓発チラシを作成し、平成 29 年度（2017 年度）から平成 31 年度

（2019 年度）の産業まつりにおいて 500 部配布しました。また、平成 30 年度（2018 年度）

には、事業者への呼びかけとして、幸田町商工会の会員、約 600 事業所に対して３０１０運動

啓発チラシを配布しました。 

他にも、広報こうたやホームページにおいても食品ロス削減の呼びかけを行っています。 

 

 

 

 

 

本町の燃やすごみの 8.7％が直接廃棄（手つかず廃棄）で、食べ残しは 7.2％となっています。 

さらに、調理くずを含めた食品廃棄物は燃やすごみの 45.5％を占めており、以下の取組を進

めていくことが課題となっています。 

・生ごみ処理容器・処理機による堆肥化の推進 

・地域における生ごみ処理堆肥化事業の推進 

・事業所における生ごみの資源化（堆肥・飼料）の推進 

・町民・地域・事業所・各種団体との連携による食品ロス削減、生ごみの資源化による原料

の推進  



 

 

町、町民、事業者が一体となって食品ロス削減に取り組むために、積極的な情報発信及び環

境学習を通じて普及啓発を行います。 

 

家庭から排出される食品ロスの実態を調査し、調査の結果から判明する食品ロス発生量につ

いて情報発信するとともに効果的な食品ロス削減方法について検討します。 
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👉

 

 

 



 

 

 

ごみ処理基本計画と同様に、進行管理を着実なものとするため、Plan（計画）⇒Do（実行）

⇒Check（評価）⇒Action（改善）を繰り返すことにより、継続的にごみ処理行政を見直してい

くこととします。 

計画の実施状況は環境審議会で報告し、ご意見をいただき、評価や改善を行って食品ロス削減

を推進していきます。 

 

 

国内で発生する食品ロスは年間 643 万トン（平成 30 年度（2018 年度））と推計されます。 

本町においても燃やすごみに占める食品ロスは食品廃棄物全体で 2,081ｔ※（令和 4 年度・生

活系燃やすごみ）と推計されており、多くの食品が廃棄されている現状があります。この計画の

期間中に意識・実態調査を実施することにより、正確な数値に基づく目標設定の基礎を積み上げ

るとともに、町民及び事業者、町が連携し、食品ロス削減に向けた行動を実践しやすい環境づく

りを行い、取組を推進します。 

※生活系燃やすごみ 6,174ｔ（令和４年度清掃事業概要）×令和４年度環境課実施組成分析結果

による食品ロス率 33.7％を基に推計。 


